
 

 

秋田行政監視行政相談センター 

 

   冨樫総務副大臣と行政相談委員との懇談会 

   及び令和 7年度行政相談委員全体会議を開催
 

 

秋田県内の行政相談委員（82名）が出席して行政相談委員全体会議

を開催しました。 

会議の前に行政相談委員代表者と冨樫博之総務副大臣との懇談会

を行ったほか、全体会議では行政相談業務に尽力した委員等への表彰

とともに、令和 7年度の行政相談業務方針などについて委員の皆さん

に説明を行いました。 

 

＜全体会議の概要＞ 

日 時 ： 令和7年5月29日（木） 13:00～14:15 

場 所 ： 秋田県社会福祉会館（秋田市旭北栄町 1‐5） 10階大会議室 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公表資料 

＜全体会議の様子＞ 



＜懇談会の様子＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【行政相談委員とは】 

行政相談委員法（昭和 41年法律第 99号）に基づき、総務大臣が委嘱した民間

有識者で、地域住民の身近な相談窓口として各市町村に 1名以上、全国に約 5,000

名が配置されています（令和 7年 4月 1日現在、秋田県内では 82名が活躍中）。 

行政相談委員は、無報酬（ボランティア）で、住民から国・県・市町村等の行政

に関する相談などを受け付け、その解決のために、相談者への助言や関係機関に

対する改善の申入れなどを行っています。 

なお、秋田県内では、相談件数 981件のうち 453件（46.2％）を行政相談委員

が受け付けています（令和 6年度実績）。 

  



【表彰及び感謝状の被贈呈者（市町村順）】 

令和 7年度東北管区行政評価局長表彰被表彰者（2名） 

○ 畠山
はたけやま

 尋子
ひ ろ こ

 委員（北秋田市担当） 71歳 

住所：北秋田市（合川） 

委嘱期間：平成 27年 4月 1日～ （10年） 

※毎月、定例相談所を開設しているほか、公共施設に

おいて、同市委員とともに広報活動を実施 

 

○ 加藤
か と う

 加奈子
か な こ

 委員（能代市担当） 73歳 

住所：能代市 

委嘱期間：平成 27年 11月 1日～ （9年 5か月） 

※年 6 回輪番制により定例相談所を開設しているほか、

公共施設において、同市委員とともに広報活動を実施 

 

令和 7 年度秋田行政監視行政相談センター所長感謝状被贈呈者（7 名） 

○ 田中
た な か

 喜美子
き み こ

 委員（鹿角市担当） 63歳 

住所：鹿角市 

委嘱期間：令和 5年 4月 1日～ （2年） 

○ 田村
た む ら

 秀
ひで

幸
ゆき

 委員（上小阿仁村担当） 62歳 

住所：上小阿仁村 

委嘱期間：令和 5年 5月 1日～ （1年 11か月） 

○ 阿部
あ べ

 覚
さとる

 委員（三種町担当） 73歳 

住所：三種町（八竜） 

委嘱期間：令和 5年 4月 1日～ （2年） 

○ 山崎
やまざき

 典
のり

康
やす

 委員（八峰町担当） 66歳 

住所：八峰町（八森） 

委嘱期間：令和 5年 7月 1日～ （1年 9か月） 

○ 皆川
みなかわ

 公
こう

 委員（秋田市担当） 72歳 

住所：秋田市（雄和） 

委嘱期間：令和 4年 4月 1日～ （3年） 

○ 佐藤
さ と う

 次
つぎ

博
ひろ

 委員（にかほ市担当） 67歳 

住所：にかほ市（仁賀保） 

委嘱期間：令和 4年 7月 1日～ （2年 9か月） 

○ 山崎
やまざき

 文
ふみ

幸
ゆき

 委員（大仙市担当） 68歳 

住所：大仙市（仙北） 

委嘱期間：令和 5年 4月 1日～ （2年） 



令和 7 年度公益社団法人全国行政相談委員連合協議会長表彰被表彰者

（2名）及び被表彰団体（1団体） 

○ 小松
こ ま つ

 建
けん

 委員（由利本荘市担当） 76歳 

住所：由利本荘市（東由利） 

委嘱期間：平成 22年 4月 1日～ （15年） 

 

○ 中嶋
なかじま

 豪
ごう

 委員（由利本荘市担当） 75歳 

住所：由利本荘市 

委嘱期間：平成 23年 4月 1日～ （14年） 
 

□ 株式会社アマノ代表取締役社長 天野
あ ま の

 良喜
よ し き

 

    本社：男鹿市 

    ※スーパーセンターアマノ男鹿店店頭において、 

     毎年 10月に同市担当行政相談委員が行う広報 

活動に長年協力 

 

 

〈参考〉表彰及び感謝状の被贈呈者の対象 

1.東北管区行政評価局長表彰 

 業績が顕著で他の模範とするに足りると認められる者 

2.秋田行政監視行政相談センター所長感謝状 

 委員として積極的な活動を行い、委員制度の普及・発展に功績のあった者 

3.公益社団法人全国行政相談委員連合協議会長表彰 

 委員活動に関して顕著な功績のあった者。委員活動の支援に関して顕著な貢献のあった  

団体 

 

 


